
府立産業技術総合研究所の中期目標設定における工数管理の必要性               対象受検機関：地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所 

事務事業の概要 検出事項 改善を求める事項（意見） 

 
１ 地方独立行政法人大阪府立産業技術総合研究所（以下「研究所」という。）は大阪府
内の産業、特に中小企業の振興を目的として、中小企業に対して、受託研究、依頼試
験、施設設備の開放による技術支援を行うとともに、研究開発を目指す創業者や新製
品開発を目指す研究開発型中小企業を対象とした支援を行っている。 
また、大阪府内の中小企業が強みを持つ産業分野において、更なる基盤技術高度化

を目指して研究開発を行うとともに、研究や技術支援等の業務で得た成果・ノウハウ
をもとに技術相談、現地相談など指導普及業務を行っている。 
研究所の業務は、技術支援業務、指導普及業務、研究業務の３つに大別され、それ

ぞれの具体的な内容は以下のとおりである。 

技術支援業務 受託研究、依頼試験、設備機 
の開放など企業からの依頼に対応する業務 

指導普及業務 技術指導（技術相談、現地相談、実用化支援）や技術普及（セミナー
や講習会等の実施）など、研究所で得られた研究成果や技術ノウハウ
の普及・移転により技術力向上を目指す業務 

研究業務 特別研究、プロジェクト研究、発展研究、基盤研究、企業・大学等と
の共同研究など 

  研究所は現在の中小企業のニーズに応えるための技術支援業務、指導普及業務に取
り組みつつ、将来にわたって中小企業への高度な支援を継続するため、研究業務も実
施する必要がある。 

 

２ 研究所は平成24年度に地方独立行政法人化され、地方独立行政法人法第26条に基づ
く中期計画を作成し、10個の数値目標を掲げている。その上で、中期目標期間の各年
度においても年度計画を作成し、各年度における数値目標の目安を定めている。 

  数値目標は、成果を求めるための活動量を示す活動指標とその成果としての成果指
標から構成され、それぞれ平成19年度から平成22年度までの実績を基礎として算定し
ている。平成24年度から平成27年度までの第一期中期目標期間において設定された数
値目標と、平成25年度までの実績は以下のとおりである。平成24年度及び平成25年度
においては、すべての項目で実績が目標を上回っている。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
１ 研究所は、業務別の工数管理が不十分であるため、数値目
標の達成にどの程度の工数をかけたのかが不明となってい
る。 
第一期中期目標期間において設定された数値目標はいずれ

も業務の結果や成果を示す指標であり、結果や成果を得るた
めにどの程度の工数がかかったのかという工数管理情報は存
在しない。 

 

２ 研究所の業務は技術支援業務、指導普及業務、研究業務に
大別されるが、業務ごとの工数管理を行っていないことから、
業務別の損益管理も十分に行えていない。研究所は業務分野
が工業のみの単一セグメントであるとして、セグメント情報
の開示には至っていない。 

 

地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基
準注解 
第41 セグメント情報の開示 
１ 地方独立行政法人における開示すべきセグメント情
報は、次のようなものとし、当該法人の事業内容等に
応じた適切な区分に基づくセグメント情報とする。 

 (1) 事業の種類別セグメント情報 
 (2) 所在地別セグメント情報 
 
＜注37＞ セグメント情報の開示について 
１ 地方独立行政法人は、業績評価のための情報提供等
による住民その他の利害関係者に対する説明責任を果
たす観点から、その業務の内容が多岐にわたる場合、
区分及び開示内容について企業会計で求められるより
も詳細なセグメントに係る財務情報を開示することが
求められる。 

２ （略） 
３ セグメントの区分については、運営費交付金に基づ

く収益以外の収益の性質や複数の業務を統合した法人
における業務の区分を参考にしつつ、例えば、施設の
機能別セグメント、研究分野別セグメントなど、定め
ていくこととする。ただし、公立大学法人については、
比較可能性の確保の観点から、一定のセグメント情報
について共通に開示することに留意する必要がある。 

 

 
各業務にどの程度の工数がかか

っているかという工数管理情報の
把握に努められたい。その上で、工
数管理情報も考慮した業務効率化
に係る数値目標の設定を検討され
たい。 
また、地方独立行政法人として、

従来にも増して自主的・自律的に組

織運営を行い、収入の確保や財務の
効率化が求められることから、業務
の成果や結果に対し、それらを得る
ためにどれだけのコストがかかっ
ているかを把握するためにも、セグ
メント情報の開示を検討されたい。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
３ 数値目標を上回る結果となった要因としては、地方独立行政法人化により柔軟な組
織運営が行えるようになったことや、数値目標の進捗状況を月２回実施されている業
務運営会議において報告するなど進捗管理を行ったことが挙げられる。また、職員が
数値目標を意識してその達成に努めたとのことである。 

 
４ 地方独立行政法人会計基準においてはセグメント情報の開示が規定されているが、
研究所では単一セグメントにより事業を実施しているとして開示を省略している。他
の地方独立行政法人化されている試験研究機関における、セグメント情報の開示状況

は以下のとおりである。 

名称 概要 

東京都立産業技術
研究センター 

技術支援、製品開発支援、研究開発、産業サービス、法人共通、
その他に区分して開示している。 

鳥取県産業技術セ
ンター 

本部、電子・有機素材研究所、機械素材研究所、食品開発研究
所に区分して開示している。 

青森県産業技術セ
ンター 

工業部門、農業部門、水産部門、食品加工部門、農商工連携基
金、本部・共通に区分して開示している。 

北海道総合研究機
構 

本部、農業研究本部、水産研究本部、森林研究本部、産業技術
研究本部、環境・地質研究本部、建築研究本部に区分して開示
している。 

大阪市立工業研究
所 

開示していない 

山口県産業技術セ
ンター 

開示していない 

岩手県工業技術セ
ンター 

開示していない 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

H22年度 H23年度 H26年度 H27年度 中期計画
実績 実績 目標 実績 目標 実績 目標 目標 目標

① 件 55,244 63,316 57,000 72,030 57,500 76,553 58,000 58,500 231,000
件 13,314 14,127 13,769 14,277

依頼試験 件 5,514 6,078 5,872 6,144
設備開放 件 7,800 8,049 7,897 8,133

件 43 37 47 134 54 152 61 68 230
簡易受託以外 件 43 37 40 50 40 53 40 40 160
簡易受託 件 - - 7 84 14 99 21 28 70

④ 件 285 398 400 550 450 757 500 550 1,900

⑤ 回 264 152 400 509 470 576 530 600 2,000
⑥ 回 134 119 180 226 180 219 180 180 720
⑦ 回 24 31 30 49 30 84 30 30 120
⑧ 件 238 215 239 322 241 319 244 246 970
⑨ 件 45 49 49 76 50 77 50 51 200
⑩ 件 28 26 27 40 27 41 28 28 110

項目

②

③

13,700 13,900

H24年度 H25年度

■成果指標：事業本来の目的に対する「成果」を表す指標
技術相談

学会等での発表件数
論文等投稿件数
競争的研究資金の応募件数

団体支援

依頼試験及び設備開放

受託研究

現地相談
機器利用技術講習会
講習会等での情報発信

■活動指標：成果を求めるために実施した「活動量」を表す指標

14,100 14,300 56,000



監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成26年12月８日から同年12月９日まで） 

措置の内容 

 
○ 工数管理情報の把握・業務効率化に係る数値目標の設定について 

研究所が取り扱う技術支援・指導普及・研究業務は多岐にわたり、処理に要する工数も相談内容等に応じて大きく異なることから、定量的な工数管理情報を把握することが、研究所の業
務効率化に資するとはいえないと考えている。なお、他府県の地方独立行政法人である公設試験研究機関に対して状況把握を行った結果、工数管理情報の把握を実施している法人はなかっ
た。 

業務の効率化については研究所としても必要性を認識している。今後、技術サポートセンターを設置して定型的な依頼試験等を集約実施するなど、更なる業務の効率化を進めていく。 
 
○ セグメント情報の開示について 

会計実務の更なる改善に向けた検討会を設置し検討したところ、研究所においては、業務分野が工業単独で、所在地も本所のみであることから、現段階では、セグメント表示を行う必要
性はないとの結論に至った。なお、セグメント情報の取扱いについては、平成27年１月に国の独立行政法人会計基準が改訂されたところであり、今後、地方独立行政法人への適用拡大の動

きや、国の独立行政法人の対応状況等を注視し、これらの動きを踏まえて対応していく。 
 


